
№ 事業名 事業概要 所管局

➀　均等な雇用機会の確保

ア．ポジティブ・アクションの推進

1 男女平等参画状況調査の実施
産業労働局

2 ・ ・ 生活文化局

・

・ ・

3 ポジティブ･アクションの推進 生活文化局

4 産業労働局

5 1 1
　 ３０名 　 ３０名
2 2
　 各１００名 　 各１００名
3 3

各３０名 各３０名
4 4

年１回 年１回

イ．雇用機会均等に関する普及啓発

6 ・ ８，０００部・ ８，０００部 産業労働局

・ １５，０００部・ １５，０００部

7 ・ 男女雇用月間事業の実施 産業労働局

　 各１００名 　 各１００名
・ 男女雇用平等セミナーの開催 産業労働局

女性労働関係法令や雇用平等問題に関するセミナー等に
より、男女労働者が働きやすい雇用環境の実現を図る。

ウ．都庁における男女平等参画
8 管理職選考試験受験の奨励 各局

9 採用及び職域の拡大にあたっての男女平等の徹底 各局

平成16年度計画 平成16年度実績

１．あらゆる分野への参画の促進

（１）働く場における男女平等参画の促進

基本条例第13条に規定する「事業者からの報告」により、企
業における男女平等参画の状況を把握、公表する。

企業におけるポジティブ･アクションの実態及
びこれに関する女性従業員調査

企業における女性の活躍とポジティブ･アクション
に関する調査

対象： 都内３０人以上の事業所
　　１１業種　２，５００事業所

対象： 都内３０人以上の事業所
　　１１業種　２，５００事業所

男女従業員　　各２，５００人
　　　　　　　計５，０００人

事業者団体との連絡会等 「事業者からの報告」等を踏まえた情報提供をはじめ、参画
促進のための助言、意見交換を行う。

事業者団体との連絡会を年数回開催 男女平等参画のための経営者懇談会開催
テーマ「もっと活かそうﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｱｸｼｮﾝ」
ポジティブアクション推進キャラバン
3回開催

労働情勢懇談会の開催

女性従業員　　各５，０００人

労働情勢懇談会の開催 産業労働局

事業主団体との連絡会や男女平等参画を進める会および東京
ウィメンズプラザの事業等を通じて、女性の積極的活用の促
進を図る。

事業者団体との連絡会、東京ウィメンズプラ
ザでのリーダー養成講座の開催

事業者団体との連絡会、東京ウィメンズプラ
ザでのリーダー養成講座の開催

(No2,No17参照） (No2,No17参照）

ポジティブ･アクション・プログラムの作成 企業における女性の能力活用や職域の拡大、育児休業制度の
整備等、企業における女性の積極的な活用の具体的方法を示
したポジティブ･アクション・プログラムを作成する。

ポジティブ・アクション実践プログラム
（平成16年度版)

ポジティブ・アクション実践プログラム（平
成16年度版)

ポジティブ･アクション・プログラムの普及及
びポジティブ・アクションセミナーの開催

ポジティブ･アクション・プログラムを各種事業主団体等と
協力し、広く普及するとともに、関係法令や女性の活用例等
について、事業主や企業の担当者を対象としたセミナーを行
い啓発する。

ポジティブ･アクションリーダー養成 ポジティブ･アクションリーダー養成

７所×２回　計１４回
ポジティブ･アクションネットワーク会議 ポジティブ･アクションネットワーク会議

産業労働局

年１回 年１回
事業主向け「均等法セミナー」　(№７再掲） 事業主向け「均等法セミナー」　(№７再掲）

年２回 年２回
ポジティブ･アクション実践セミナー ポジティブ･アクション実践セミナー

７所×２回　計１４回

男女雇用平等啓発資料の発行 男女雇用平等に関する啓発資料を発行する。 「働く女性と労働法」 「働く女性と労働法」
「女性労働ガイドブック」 「女性労働ガイドブック」

男女雇用平等セミナーの実施
６月を「男女雇用平等推進月間」と定め、均等法の一層
の定着と、雇用の場における男女平等の推進を図る。

事業主向け「均等法セミナー」 事業主向け「均等法セミナー」
年２回 年２回

労働相談情報センター
　　　本所、５事務所
　　　各１回

労働相談情報センター
　　　本所、５事務所
　　　各１回

管理職選考試験の受験について、男女双方の職員に積極的に
奨励する。

各局で実施 各局で実施

採用・昇任・昇格、職務内容の決定及び教育訓練等におい
て、男女平等の徹底を図る。

各局で実施 各局で実施
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№ 事業名 事業概要 所管局平成16年度計画 平成16年度実績

②パート・派遣労働者の雇用環境整備

ア．パート・派遣労働者の雇用環境整備

10
・ ・ 産業労働局

・ ・

11 労働相談の実施 ・ 労働相談 産業労働局

労働相談情報センターにおいて、パート・派遣労働者等
の相談に応じる。

・ パート電話総合相談
労働相談情報センターの労働相談担当職員のほか、弁護
士、税理士、社会保険労務士により、パートタイム労働
者の労働条件などについて、電話相談を受け付け、労働
条件の向上を図る。

12 普及啓発の推進 ・ 非正規型労働セミナー 産業労働局

パート･派遣等の多様な働き方に関する労使の正しい理解
を深め、適正な雇用管理が行われるよう、非正規労働セ
ミナーを実施する。

・ 普及啓発資料の提供 ・ ・ 産業労働局

・ ・ 産業労働局

８，０００部 ８，０００部

③起業家・自営業者への支援

ア．起業家･自営業者への支援
13 創業支援の融資 産業労働局

14 TOKYO起業塾の開設 ・ ・ 産業労働局

３０企業程度 ３０企業程度
・ ・

・ 年６回 ・ 年６回

15 創業支援施設の提供 ・ ２ヵ所８５室 ・ ２ヵ所９６室 産業労働局

・ ３ヵ所６３室 ・ ３ヵ所６３室

・ 年３ヵ所支援
（既支援済６ヶ所）

・ １ヵ所支援(北区)
（既支援済６ヶ所）

16 ・ ・ 産業労働局
２回 ２回

・ ・

・ １回・ １回

134 産業労働局
新規 ・

・
・
・

17 男女平等参画講座の実施 ・ ６回・ ６回 生活文化局
（リーダー養成講座） ・ ６回・ ５回

18
NPO総合支援プログラムの実施 生活文化局

※　№134は平成15年度以降の新規掲載事業であり、各々の体系の中に掲載した。

№134：１-(1)-③　「しごとセンター事業の推進」（産業労働局）

パートアドバイザー制度 パートアドバイザーが事業者を訪問して、パートタイム労働
者の適正な雇用管理と労働条件の改善について助言する。

労働相談情報センター
　　　本所、５事務所　計７名

労働相談情報センター
　　　本所、５事務所　計７名

巡回件数　２，６００件 巡回件数　２，７８８件

労働相談情報センター
　　　本所、５事務所

労働相談情報センター
　　　本所、５事務所

年１回　２日間 年１回　２日間

１５，０００部
「パートタイム労働ハンドブック」の発行 「パートタイム労働ハンドブック」の発行

年２８回　定員１，３１０人 年２８回　定員１，３１０人

「パートタイム労働のポイント」の発行 「パートタイム労働のポイント」の発行

新時代に向けて活躍が期待される中小企業等の創業を支援
し、東京の活力を増進させるため、創業時に必要な資金を融
資する。

融資目標額　300億円 融資目標額　300億円
融資実績　8,419,690千円

パートタイム労働法の普及啓発を図り、パートタイム労
働者の適正な雇用管理と労働条件の改善が行われるよ
う、啓発資料を発行する。

１５，０００部

起業家を目指す人の創業を支援するための相談や指導、人材
育成及び交流の機会を提供するなど、総合的、継続的な起業
家支援を行う。

相談指導 相談指導
相談（随時） 相談（随時）
起業家現地指導 起業家現地指導
人材育成講座　６コース 人材育成講座　６コース
(内女性のみを対象とするもの１コース) (内女性のみを対象とするもの１コース)
交流の場の提供 交流の場の提供

起業家や創業間もない企業を育成するために、オフィスの提
供、技術提供など創業環境を整備し、新規産業の創出を図
る。

創業支援施設 創業支援施設

ベンチャー施設 ベンチャー施設

区市等の施設整備支援 区市等の施設整備支援

農業改良特別普及指導事業の実施 農家の経営環境改善のため、農家女性の経営参画の推進、労
働環境や労働条件の改善の推進、能力の向上等を目的に事業
を実施する。

参画促進会議、モニタリング委員会の開催 参画促進会議、モニタリング委員会の開催

農家経営診断、設計講座 農家経営診断、設計講座
４地区(各５回)延べ２０回 ４地区(各５回)延べ２０回

男女共同参画フォーラム 男女共同参画フォーラム
しごとセンター事業の推進
(H16年度新規掲載事業）

しごとセンター（１６年７月開設）において、多様な働き方
に対する支援のため、起業に関する相談窓口の設置や情報提
供を実施する。

（再掲No.58参照） （再掲No.58参照）
相談窓口の設置
情報提供

相談窓口の設置
情報提供

企業等においてリーダーとなる自営業者等に、経営手法、女
性の能力活用等についての知識や技能を付与する。

企業、学校等 企業、学校等
企業向け出前講座 企業向け出前講座

経営管理能力向上を図るセミナーや経理・税務などに詳しい
人材の紹介など、NPO法人等の自立に向けた支援を実施す
る。

（平成１５年度事業終了） （平成１５年度事業終了）
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